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告    示 

 
那覇市告示第１３７号  

平成２０年１月１６日  

掲 示 済  

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

（別紙省略） 

 

 

 
那覇市告示第１４１号  

平成２０年１月１７日  

掲 示 済  

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

（別紙省略） 

 

 

 
那覇市告示第１４５号  

平成２０年２月１日  

 

平成19年(2007年)12月那覇市議会定例会で議決された平成19年度那覇市一般会

計補正予算(第３号)の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成19年度那覇市一般会計補正予算(第３号)（財政課） 

 

平成19年度那覇市の一般会計の補正予算(第３号)は、次に定めるところによる。 
（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,991,259千円を追加し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ113,451,047千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規定により、翌年

度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 
（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 
 

第１表 歳入歳出予算補正 
歳 入                          （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 1,195,366 3,675 1,199,04112 分担金及び 

負担金 
2 負担金 1,195,365 3,675 1,199,040

 23,908,092 603,728 24,511,820

1 国庫負担金 15,903,566 598,138 16,501,704

14 国庫支出金 
 

2 国庫補助金 7,894,423 5,590 7,900,013

 6,049,333 47,307 6,096,640

1 県負担金 4,432,877 38,919 4,471,796

15 県支出金 

2 県補助金 968,972 8,388 977,360

 293,154 7,066,260 7,359,41416 財産収入 

2 財産売払収入 52,565 7,066,260 7,118,825

 4,748,876 1,762 4,750,638

1 特別会計繰入金 134,969 139 135,108

18 繰入金 

2 基金繰入金 4,613,906 1,623 4,615,529

 1,027,914 120,477 1,148,39119 繰越金 

1 繰越金 1,027,914 120,477 1,148,391

 2,108,409 148,050 2,256,459

3 貸付金元利収入 970,967 2,966 973,933

4 受託事業収入 199,326 △1,353 197,973

20 諸収入 

5 雑入 863,369 146,437 1,009,806

歳  入  合  計 105,459,788 7,991,259 113,451,047

 
歳 出                          （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 767,320 △1,635 765,6851 議会費 

1 議会費 767,320 △1,635 765,685

2 総務費  10,289,613 3,155,198 13,444,811
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1 総務管理費 7,828,330 3,140,556 10,968,886

2 徴税費 1,243,118 △8,394 1,234,724

3 戸籍住民基本台帳費 828,802 25,100 853,902

4 選挙費 236,338 △4,229 232,109

5 統計調査費 55,402 2,730 58,132

 

6 監査委員費 97,623 △565 97,058

 41,888,927 847,435 42,736,362

1 社会福祉費 14,278,413 130,994 14,409,407

2 児童福祉費 14,240,266 △71,894 14,168,372

3 民生費 

3 生活保護費 13,370,247 788,335 14,158,582

 6,735,091 △2,853 6,732,238

1 保健衛生費 2,729,667 33,389 2,763,056

4 衛生費 

2 清掃費 4,005,424 △36,242 3,969,182

 50,841 △2,894 47,9475 労働費 

2 労働諸費 50,841 △2,894 47,947

 138,831 △9,125 129,706

1 農業費 47,832 △349 47,483

6 農林水産業費 

3 水産業費 90,879 △8,776 82,103

 1,164,895 2,720 1,167,6157 商工費 

1 商工費 1,164,895 2,720 1,167,615

 16,576,423 △25,963 16,550,460

1 土木管理費 367,730 △6,210 361,520

2 道路橋りょう費 1,322,969 △20,712 1,302,257

3 河川水路費 132,469 △16,648 115,821

4 港湾費 764,023 △23,066 740,957

5 都市計画費 9,917,716 △27,159 9,890,557

8 土木費 

6 住宅費 4,071,516 67,832 4,139,348

 4,158,838 12,089 4,170,9279 消防費 

1 消防費 4,158,838 12,089 4,170,927

 11,676,461 △7,913 11,668,548

1 教育総務費 1,657,148 25,971 1,683,119

2 小学校費 2,944,427 △13,148 2,931,279

3 中学校費 2,460,046 17,098 2,477,144

4 幼稚園費 908,178 △14,889 893,289

10 教育費 

5 社会教育費 1,338,953 △10,070 1,328,883
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 6 保健体育費 2,367,709 △12,875 2,354,834

 11,797,278 4,024,200 15,821,47812 公債費 

1 公債費 11,797,278 4,024,200 15,821,478

歳  出  合  計 105,459,788 7,991,259 113,451,047

 

第２表 繰越明許費 
                            （単位：千円） 
款 項 事  業  名 金 額 

  4,847

 4,847

8 土木費 

6 住 宅 費 

真地団地地すべり防止対策事業 4,847

合    計  4,847

 
第３表 債務負担行為補正 
追 加                          （単位：千円） 

事    項 期  間 限度額 
仮庁舎実施設計業務委託料 
（新庁舎建設準備室） 

平成２０年度 6,573

那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する

条例改正等広報業務委託料 
（環境政策課） 

平成２０年度 1,928

マテリアルリサイクル施設整備計画支援業務委託料

（環境政策課） 

平成２０年度 22,163

 

 

 

 

 

 
 
 

那覇市告示第１４６号  

平成２０年２月１日  

 

平成19年(2007年)12月那覇市議会定例会で認定された平成18年度那覇市一般会

計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成18年度那覇市一般会計歳入歳出決算書（財政課） 
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那覇市監査委員より提出された、平成１８年度（２００６年度）那覇市一般会計

及び特別会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況審査意見書の概要 

 

審査の結果 

審査に付された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支

に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運用状況を示す書類は、法令に準拠

して作成されており、計数に誤りはないものと認めた。 

予算の執行状況については、おおむね適正になされているものと認めた。 

 

平成 18 年度の歳入歳出決算は、一般会計で予算現額 1,056 億 1,235 万 5,97１円

に対し、歳入決算額は1,010億 3,912万 2,402円、歳出決算額は986億 1,370万 875

円で、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支額は24億 2,542万円1,527

円、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は17億2,376万 8,132円の

黒字で、前年度実質収支額を差し引いた単年度収支額も5億1,545万 8,682円の黒

字となっている。 

次に、土地区画整理事業特別会計など５特別会計の決算を合計額で見ると、歳入

決算額は776億 3,468万 7,879円、歳出決算額は767億 2,479万 1,380円で、形式

収支額は9億989万 6,499円、実質収支額は7億943万 5,855円、単年度収支額も

3,537万 6,566円の黒字となっているが、一般会計から80億 5,103万 8,203円の繰

入金を受け入れた結果によるものとなっている。 

平成18年度普通会計の決算状況からみると、財政構造の弾力性を判断するための

指標である経常収支比率は88.8%（前年度88.2%）と、前年度と比較して0.6ポイン

ト増加している。その主な要因としては、人件費0.5ポイント、公債費が0.7ポイ

ント減少したものの、扶助費が1.9ポイント増加したことによるものである。 

財政圧迫度を示す指標である公債費比率は 15.9%（前年度 16.7%）と前年度より

0.8ポイント減少している。 

本市の財政状況は、国による３兆円規模の所得税から個人住民税への税源移譲や

定率減税の廃止、また、新都心地区への事業所や人口の増加等の要因により、前年

度に比較して市税が17億 7,478万円、所得譲与税が5億6,548万円、地方交付税が

1 億 7,435 万円増えており、一般財源では堅調に推移しているが、団塊世代の退職

に伴う人件費及び沖縄県民の全国平均に比べて低い所得状況を反映して生活保護費

などの扶助費等義務的経費の増加要因がある。 

繰越事業は、一般会計で60億2,541万円、特別会計で9億284万円となっており、

その主なものは、道路整備事業、公園整備事業、住宅建設事業、教育施設整備事業

及び土地区画整理事業である。 

不用額は、一般会計で９億7,323万 8,328円となっているが、その内容をみると、

実績減によるもの7億9,145万 2,349円、落札差額１億3,305万 7,626円、経費節

減によるもの4,872万 8,353円であるが、前年度に比較して4億896万 6,617円増

加している。また、特別会計で20億 3,572万 4,722円となっており、予算の効率的

執行に努力されたい。 

今後の財政運営においては、多額の市債残高（1,255 億 4,934 万円）を抱える中

で、諸施策の実施に必要な財政需要の増大が見込まれているので、地方分権の時代

にふさわしい効率的な行政システムを確立するとともに、不要不急の事務事業につ

いては果断なく見直し、限られた財源を効果的、効率的に配分して健全な財政運営
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に努められるよう要望する。 

なお、次のことについて留意されたい。 

 

１ 歳入について 

 

(１) 土地貸付収入の未収金について（管財課） 

土地貸付収入の未収金は、1,945 万 1,179 円となっているが、公有財産の

無断使用を含めた滞納繰越を長期化させることは、公有財産の公平公正な管

理を期す面からも適正ではない。 

分割による納入方法を講ずるなど早期の未収金の徴収を図るとともに、那

覇市市有地賃料滞納整理要領方針に基づき法的措置を行うなど、収納強化に

努められたい。 

 

(２) 市税の収入未済額対策について（納税課） 

市税の収入未済額は33億1,512万3,227円で、前年度の33億3,813万4,265

円と比較して2,301万 1,038円減少している。 

収入未済額については、滞納整理の強化などその解消に向けた努力が見受

けられるものの、個々の収入未済の実態把握に努め、多様な徴収方法を採り

入れるなど、引き続き収入未済の解消と新たな発生防止になお一層努められ

たい。 

 

市 税 収 入 状 況 調 べ 

（単位：円、％） 

区分 年 度 調  定  額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 
収納

率 

平成18年度 36,586,149,880 35,676,732,888 5,095,831 904,321,161 97.5

平成17年度 34,877,550,793 33,873,024,311 17,087,194 987,439,288 97.1
現年 

度分 
比 較 1,708,599,087 1,803,708,577 △11,991,363 △83,118,127 0.4

平成18年度 3,346,534,208 782,233,902 153,498,240 2,410,802,066 23.4

平成17年度 3,406,567,733 811,154,319 244,718,437 2,350,694,977 23.8

滞納 

繰越 

分 比 較 △60,033,525 △28,920,417 △91,220,197 60,107,089 △0.4

平成18年度 39,932,684,088 36,458,966,790 158,594,071 3,315,123,227 91.3

平成17年度 38,284,118,526 34,684,178,630 261,805,631 3,338,134,265 90.6合計 

比 較 1,648,565,562 1,774,788,160 △103,211,560 △23,011,038 0.7

 

(３) 国民健康保険税（一般）の収納率について（国民健康保険課） 

国民健康保険税（一般）の未収額は27億2,802万 3,686円となっており、

その内滞納繰越分が21億 3,306万 4,811円を占めている。 

国民健康保険税の一般被保険者分に対する国からの普通調整交付金の減

額要因は、収納率 90%以下となった場合であるが、平成 18 年度においても、

国庫補助金のペナルティを受けなかった。 

国民健康保険税の収納率は、向上している。これは、徴収管理体制を強化

し職員が努力した結果であり、評価するものである。 

多額の未収金及び滞納繰越金は、当該事業の存続にも重大な影響を及ぼす
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ものであるので、今後とも収納率向上に一層努められたい。 

 

国 民 健 康 保 険 税（一般） の 収 納 率 比 較 

（単位：円） 

区分 年 度 調 定 額 収 入 額 不納欠損額 未 収 額 収納率

平成18年度 6,664,526,942 6,069,201,267 366,800 594,958,875 91.1%

平成17年度 6,693,895,074 6,088,964,255 206,100 604,724,719 91.0%
現年 

度分 

比 較 △29,368,132 △19,762,988 160,700 △9,765,844 0.1%

平成18年度 2,756,470,063 193,420,889 429,984,363 2,133,064,811 7.0%

平成17年度 2,800,637,763 185,323,472 450,293,139 2,165,021,152 6.6%

滞納 

繰越 

分 
比 較 △44,167,700 8,097,417 △20,308,776 △31,956,341 0.4%

 

(４) 公設市場使用料及び光熱水費実費徴収金の未収金について（労働農水課） 

平成10年度から18年度分の公設市場使用料1,362万 2,823円、平成６年

度から 18 年度分の公設市場光熱水費実費徴収金 1,336 万 6,764 円の合計

2,704万 9,587円が未収額である。 

滞納繰越分は年度が経過するにしたがって、徴収が困難になってくること

から、実態を把握し、徴収方法を更に創意工夫して未収金の収納向上に努め

られたい。 

 

(５) 介護保険料の収納の向上について（ちゃーがんじゅう課） 

介護保険料の調定額28億1,988万9,231円に対し、収入済額は24億6,028

万 4,593 円、収納率 87.2％となっており、前年度収納率 88.7％に比べ 1.5

ポイント低下し、未収額は2億6,978万 3,597円となっている。 

今後も高齢化が進み介護サービスを必要とする市民も増えることが予想

されることから、介護保険制度の必要性を充分に説明し収納の向上に努めら

れたい。 

 

介 護 保 険 料 年 度 別 比 較 

（単位：円） 

区 分 調 定 額 収 入 額 不納欠損額 未 収 額 収納率

平成18年度 2,819,889,231 2,460,284,593 89,821,041 269,783,597 87.2％

平成17年度 3,272,074,383 2,902,847,539 72,055,127 297,171,717 88.7％

比 較 △452,185,152 △442,562,946 17,765,914 △27,388,120 △1.5％

 

(６) 高額療養費返還金等の未収金について（障害福祉課） 

高額療養費返還金の現年度 1,998 万 1,512 円分については、平成 18 年度

定期監査（後期）で事後調定を事前調定に改めるよう指摘したところ、その

改善がみられるが、滞納繰越分1,808万 211円については、台帳不備のため

に件数等が不明であり、対象者の把握がされていない。 

滞納者の確定がされないと納付指導が出来ず、未収金の徴収がされない事

になるので、これら滞納繰越分の台帳を早急に整備し、督促状発送による納
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付指導等の徴収体制強化に取組まれたい。 

また、身体障害者居宅介護支援費返還金188万 760円の未収金についても、

徴収に努められたい。 

 

(７) 生活保護費返還金の未収金について（保護課） 

生活保護費返還徴収金の未収金は、滞納繰越分を合わせて 1 億 1,506 万

8,461円である。 

平成 18 年度定期監査（後期）で指摘した滞納台帳等の整備については、

改善されており、その内訳は、保護受給者が324世帯で4,608万 6,908円、

保護を廃止したものが208世帯で6,898万 1,553円である。 

今後とも効率的な徴収体制の取組みを強化し、未収金の圧縮に努められた

い。 

 

生 活 保 護 費 返 還 金 年 度 別 比 較 

(単位：円) 

区 分 年 度 調 定 額 収 入 額 不納欠損額 未 収 額 収納率

平成18年度 130,547,899 93,319,903 0 37,228,806 71.5%

平成17年度 77,642,774 58,189,334 0 19,453,440 74.9%現年度分 

比 較 52,905,125 35,130,569 0 17,775,366 △3.4%

平成18年度 93,005,906 1,666,450 13,499,801 77,839,655 1.8%

平成17年度 78,332,910 1,542,009 3,238,435 73,552,466 2.0%
滞納繰越 

分 
比 較 14,672,996 124,441 10,261,366 4,287,189 △0.2%

平成18年度 223,553,805 94,985,543 13,499,801 115,068,461 42.5%

平成17年度 155,975,684 59,731,343 3,238,435 93,005,906 38.3%合 計 

比 較 67,578,121 35,254,200 10,261,366 22,062,555 4.2%

 

(８) 保育料（市立幼稚園）の未収金対策について（こども政策課） 

市立幼稚園の保育料（預り保育料含む。）の未収額は、現年度分261万 3,400

円で前年度と比較して94万 2,400円増えている。また、滞納繰越分の未収額

は、428万 7,460円で前年度より17万 5,220円減っている。 

しかし、未収金の合計額は690万 860円となっており、年度の経過により

収納が困難になってくることから、なお一層収納の向上に努められたい。 

 

(９) 保育料等の未収金対策について（こどもみらい課） 

公立及び認可保育所の保育料等（3歳児以上主食費（公立）含む。）未収額

は、現年度分2,386万 7,040円で前年度と比較して275万 3,560円減少して

いる。また、滞納繰越分の未収額は、3,932 万 8,300 円で前年度より 213 万

2,190円増加している。 

しかし、未収金の合計額は6,319万 5,340円となっており、年度の経過に

より収納が困難になってくることから、なお一層収納の向上に努められたい。 

 

(10) 返還金の徴収対策について（子育て応援課） 

児童手当返還金・児童扶養手当返還金の未収額は、現年度分 304 万 3,120

円で前年度と比較して68万 170円増加している。また、滞納繰越分の未収額
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は 407万 9,410円で、前年度より137万 5610円増加している。 

未収金の合計額は712万 2,530円となっており、年度の経過により収納が

困難になってくることから、なお一層収納の向上に努められたい。 

 

(11) 行政代執行費用徴収金（滞納繰越）の未収金について（建築指導課） 

行政代執行費用徴収金（滞納繰越）3,421万 8,625円の未収金については、

平成16年度定期監査（後期）で留意事項として指摘してきたところである。

平成18年 11月には、参加差押した債務者の物件を公売に付し不調に終わっ

たものの債権の回収に努めてきている。今後も他の債権者等からの情報や動

向を把握するなど、引き続き未収金の回収に努力されたい。 

 

(12) 市営住宅の使用料等の未収金の収納向上について（市営住宅室） 

市営住宅の使用料等は、前年度と比較して未収額が減少している。また、

平成18年4月 1日から（株）沖縄債権回収サービスに市営住宅退去者の滞納

家賃徴収を委託している。その結果、平成18年度は123件、681万 5,386円

を徴収していることは評価できる。 

しかし、未収額は2億6,606万 9,367円であり、なお一層の収納向上に努

められたい。 

 

市 営 住 宅 の 使 用 料 等 調 べ 

（単位：円） 

区分 年 度 調 定 額 収 入 額 不納欠損額 未収額 収納率

平成18年度 1,507,818,362 1,434,890,707 0 72,927,655 95.2%

平成17年度 1,508,685,801 1,434,528,191 0 74,157,610 95.1%
現年 

度分 
比 較 △867,439 362,516 0 △1,229,955 0.1%

平成18年度 273,935,620 74,318,448 6,475,460 193,141,712 27.1%

平成17年度 270,660,949 64,193,026 6,587,013 199,880,910 23.7%

滞納 

繰越 

分 比 較 3,274,671 10,125,422 △111,553 △6,739,198 3.4%

 

(13) 家賃対策補助金（国庫）について（市営住宅室） 

家賃対策補助金 723 万 7,000 円については、平成 18 年度から税源委譲に

伴い廃止になったにも関わらず計上し、本来なら同年度内で予算を補正す

べきもかかわらず手続きがされてない。 

那覇市予算決算規則を遵守し、適正な予算要求に注意されたい。 

 

(14) 納骨堂使用料の未収金対策について（公園管理室） 

納骨堂の使用料については、滞納繰越分で69万 1,240円（37件）、現年度

分で89万 4,220円（40件）の合計158万 5,460円（77件）の未収金が生じ

ている。 

未収金が生じている主な理由は、未納者の居所・転居先が不明で、保証人

の居所も不明の状態となっていることによる。 

未納者に対する市民課への転居照会や各納骨室の扉への張り紙をする等

により徴収努力をしているが、なお、一層実効性のある未収金対策に努めら

れたい。 
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２ 歳出について 

 

(１) 団体負担金について（共通） 

団体負担金については、定期監査等において留意事項として指摘してきた

ところである。その結果、負担金の廃止及び減額等の見直しをしたものもあ

る。しかし、交付団体の平成17年度決算書で確認した結果、依然として、収

入に占める支出の割合が低く（80%未満）、収支差額は剰余金として翌年度へ

繰越している団体が多数ある。 

交付額の多寡にかかわらず、本市においてなお一層の財政運営が厳しく問

われていることを踏まえ、当該団体の設置目的、事業内容、経費等を十分検

証のうえ、負担金の見直し等を行い、予算の効率的・効果的な執行を検討さ

れたい。 

 

(２) 固定資産税（冷凍倉庫）の課税誤りによる返還金について（資産税課） 

冷凍倉庫の課税誤りについては、平成 18 年度定期監査（後期）において

も、指摘しているところである。 

冷凍倉庫の課税誤りによる返還金としては、平成 18 年 12 月 27 日付けで

平成 9 年度から 13 年度分までの 5 年分の補填金及び加算金として 3,468 万

6,757円、平成19年1月 4日付けで平成14年度から18年度分までの5年分

の還付金及び加算金として3,539万 7,300円が還付されている。 

冷凍倉庫に限らず、賦課事務は、あらゆる課税客体を正確に把握すること

が最も基本的なことであり、再び納税義務者からいささかの不信感も抱かれ

ぬよう、課税誤りを防ぐためのチェック体制の強化をすること等により、公

平公正な事務処理に努められたい。 

 

(３) 那覇クルーズ促進連絡協議会について（観光課） 

本市は、那覇クルーズ促進協議会に負担金として 75 万 6,000 円を負担し

ている。那覇クルーズ促進連絡協議会の運営状況について、平成18年度決算

書で確認した結果、収入に占める支出の割合が低く、収支差額は剰余金とし

て翌年度へ繰り越している。 

この事業は沖縄県、那覇市及び関連団体・企業の共同事業で、負担金はク

ルーズ船誘致による観光収入の波及効果増を図る目的で交付され、具体的な

事業はクルーズ船入港の際に、岸壁での伝統芸能の披露、臨時観光案内所に

おける観光情報の提供、外国人客への通訳などである。 

クルーズ船の寄港による経済波及効果は那覇市のみならず県全体に及ぶ

ものと思われるので、クルーズ観光の推進に向け尚一層努力されたい。 

 

(４) 那覇市地域福祉基金助成事業について（福祉政策課） 

那覇市地域福祉基金助成事業は基金の運用収入を財源として地域におけ

る在宅福祉、健康及び生きがいづくり、民間活動の活発化等を図るための事

業を公募し審査選定した団体に補助金を助成する事業であるが、平成18年度

予算現額250万円に対し支出済額185万 1,075円（執行率74.0%）、予算残額

64万 8,925円となっている。 

今後は、債権（北海道債）の購入により基金運用収入の大幅な増額が見込
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まれることから、当該事業の周知を図り予算の有効活用に努められたい。 

 

(５) 福祉空間整備事業の補助金執行について（ちゃーがんじゅう課） 

福祉空間整備事業補助金について、予算現額1億1,893万円に対し支出済

額3,179万 7,000円、執行率26.7%となっている。 

当初、地域密着型サービス事業所32ヶ所に整備誘導する計画であったが、

当該施設を 15 年間維持しなければ補助金返還義務が発生する等の条件があ

り、施設整備を希望した事業所が12ヶ所にとどまったことによるものである。 

認知症高齢者や中重度の要介護者が住みなれた地域での生活を継続でき

るよう創設された地域密着型サービスは、今後ますます需要が見込まれるこ

とが考えられるため、当該予算を有効活用できる方策を検討されたい。 

 

(６) 那覇市障害者プラン策定業務委託料の未払いについて（障害福祉課） 

那覇市障害者プラン策定業務297万 5,700円については、平成18年 11月

29日に契約し成果品が納品されているが、その委託料が支払われてなく、不

用額となっている。 

今後は、地方自治法第208条(会計年度及び独立の原則)を遵守し、かかる

事態が生じないようしっかりした執行管理の徹底と再発防止に万全を期さ

れたい。 

 

(７) 予算の適正な執行について（子育て応援課） 

児童手当支給費は１億 8,641 万 3,000 円の不用額が生じている。これは、

児童手当支給の対象者数・支給額の総額など概ね把握できたにもかかわらず、

年度内に補正減する手続がとられてないことによるものである。 

予算執行に当たっては、組織内部のチェック体制の強化により、那覇市予

算決算規則を遵守し、適正な予算執行に注意されたい。 

 

(８) 業務委託契約の決裁手続きについて（消防本部） 

産業廃棄物取引処分 11 万 8,440 円及び西消防署ワックス掛け９万 8,700

円の業務委託契約については、その落札残額を財務部の決裁を受けずに業務

委託契約をして予算執行している。 

今後は、「予算流用及び予備費充用の事務取扱について」に従って、適正

な手続での予算の執行に努められたい。 

 

(９) 賃貸借契約の随意契約について（消防本部） 

寝具類賃貸借契約 251 万 8,992 円については、当初競争入札を行ったが、

入札が不調に終わったので、後日、緊急を要するとの理由で、最低価格を提

示した業者と条件を緩和し交渉をして随意契約をしている。 

随意契約の場合は、那覇市契約規則第 21 条の３（見積書の徴収）の規定

によりなるべく２人以上から見積書を徴さなければならないとされている。 

今後は、地方自治法第234条（契約の締結）及び那覇市契約規則を遵守し、

かかる事態が生じないよう努められたい。 
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那覇市告示第１４７号  

平成２０年２月１日  

平成19年(2007年)12月那覇市議会定例会で認定された平成18年度那覇市土地区

画整理事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

那覇市長 翁 長 雄 志  

平成18年度那覇市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書（区画整理課） 
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那覇市告示第１４８号  

平成２０年２月１日  

 

平成19年(2007年)12月那覇市議会定例会で認定された平成18年度那覇市国民健

康保険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成18年度那覇市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書（国民健康保険課） 
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那覇市告示第１４９号  

平成２０年２月１日  

 

平成19年(2007年)12月那覇市議会定例会で認定された平成18年度那覇市老人保

健特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成18年度那覇市老人保健特別会計歳入歳出決算書（健康推進課） 
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那覇市告示第１５０号  

平成２０年２月１日  

 

平成19年(2007年)12月那覇市議会定例会で認定された平成18年度那覇市市街地

再開発事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

平成18年度那覇市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算書（市街地整備課） 

 

 1160



      那 覇 市 公 報    第１４７３号   2008（平成20）年２月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1161



      那 覇 市 公 報    第１４７３号   2008（平成20）年２月１日 

 

 

 

 

 1162



      那 覇 市 公 報    第１４７３号   2008（平成20）年２月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1163



      那 覇 市 公 報    第１４７３号   2008（平成20）年２月１日 

 

 

 
那覇市告示第１５１号  

平成２０年２月１日  

平成19年(2007年)12月那覇市議会定例会で認定された平成18年度那覇市介護保

険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

那覇市長 翁 長 雄 志  

平成18年度那覇市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書（ちゃーがんじゅう課） 
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那覇市告示第１５２号  

平成２０年２月１日  

 

那覇市ＮＰＯ活動支援センター指定管理者の指定について（市民協働推進

課） 
 那覇市ＮＰＯ活動支援センターの管理・運営を行わせる指定管理者の指定につい

て、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、平成１９年１２月定例議会

において承認されたので、次のとおり告示します。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称 那覇市ＮＰＯ活動支援センター 

  所在地 那覇市牧志３丁目２番１０号 那覇ぶんかテンブス館３階 

 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称 特定非営利活動法人 まちなか研究所わくわく 

  所在地 那覇市牧志３－８－２８－２Ｆ 

  代表者 小阪 亘 

 

３ 指定期間 平成２０年４月１日から平成２３年３月３１日 
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公    告 
 

那覇市公告第１４２号  

平成２０年１月１５日  

掲 示 済  

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について（花とみどり課） 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定による事業認可

の図書の送付を受けたので、同法第６２条第２項及び同法施行規則第４９条の規定

に基づき「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  （１）種類     那覇広域都市計画公園事業 

  （２）名称     ３・３・那１６号 首里崎山公園 

 

２ 施行者の名称 

  那覇市 

 

３ 事務所の所在地 

  沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

 

４ 事業地 

  （１）収用の部分 沖縄県那覇市首里崎山町１丁目、首里崎山町４丁目及び首

里金城町４丁目地内 

  （２）使用の部分 変更なし 

 

５ 事業施行期間 

  平成５年１０月１５日から平成２２年３月３１日まで 

 

６ 縦覧の場所 

  那覇市役所建設管理部花とみどり課 

   （那覇市銘苅２丁目３番１号、銘苅庁舎３階） 
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那覇市公告第１４４号  

平成２０年１月１７日  

掲 示 済  

 

住民票の職権消除の公示について（市民課） 
 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第４項の規定により公

示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

（別紙省略） 

 

 

 

 

 

那覇市公告第１４５号  

平成２０年１月１７日  

掲 示 済  

 

都市公園の設置及び供用開始について（公園管理室） 
 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）２条の２及び都市公園法施行令（昭和３

１年政令第２９０号）第９条に基づき、下記のとおり公園を設置し供用を開始する。 

 その関係図書は、公告と同時に那覇市建設管理部都市施設管理センター公園管理

室において一般の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

記 
 

公園の名称      真嘉比南公園 

公園の位置      那覇市真嘉比古島第二地区 

           区画整理地内８９街区 

公園の区域      別紙参考図のとおり 

供用開始の期日    平成２０年 １月２０日 
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那覇市公告第１５８号  

平成２０年１月２３日  

掲 示 済  

 

平成 20 年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札参

加資格者追加登録申請受付について（管財課） 

 

平成20年度の那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札参加

資格者追加登録審査にかかる申請受付を次のとおり行います。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 入札参加資格者要件 

（１） 営業実績が２年以上あること。 

（２） 法人市民税を完納していること。 

（３） 県内に本店があり、かつ、本店、支店及び営業所のいずれかを本市に有

すること。 

（４） 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（５） 賃金不払い等、社会的不正行為がないこと。 

（６） 業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（７） 経営及び信用の状況が良好であること。 

（８） 清掃員又は警備員の制服制度があること。 

（９） 正規従業員数（清掃業務にあっては清掃員数、警備業務にあたっては警

備員数）が５名以上であること。 

（10） 清掃業務にあっては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第

12条第２項に定める県知事登録業者であること。 

（11） 警備業務にあっては、警備業法第４条に定める公安委員会認定業者であ

ること。 

 

２ 受付期間 

平成20年１月28日（月）～同年２月８日（金） 

午前８時30分～午後５時15分（午後12時 15分～午後１時を除く） 

 

３ 申請書類の配付期間 

平成20年 1月 23日（水）から 

 

４ 受付及び申請書類の配布方法 

受付：那覇市総務部 管財課（電話862－9904） 

配布方法：総務部管財課（那覇市役所４階） 

那覇市のホームページ(http://www.city.naha.okinawa.jp)から

もダウンロードできます。 
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上下水道局告示 

 
那覇市上下水道局告示第２８号  

平 成 ２ ０ 年 １ 月 ８ 日  

掲 示 済  

 

 平成19年（2007年）12月那覇市議会定例会で議決された平成19年度那覇市水道

事業会計補正予算（第２号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成19年度那覇市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 平成19年度那覇市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 平成19年度那覇市水道事業会計予算（以下｢予算｣という。）第２条に定め

た業務の予定量のうち、(２)年間総配水量「40,150,200ｍ3」を「39,673,620ｍ3」

に、(３)一日平均配水量「109,700ｍ3」を「108,397ｍ3」に改める。 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） (既決予定額) (補正予定額) （ 計 ） 

収   入 

第１款 水道事業収益 8,607,438千円 27,024千円 8,634,462千円

第1項 営業収益 8,448,168千円 △18,364千円 8,429,804千円

第２項 営業外収益 74,420千円 44,364千円 118,784千円

第３項 特別利益 84,850千円 1,024千円 85,874千円

支   出 

第１款 水道事業費用 8,194,542千円 △89,873千円 8,104,669千円

第１項 営業費用 7,729,839千円 △99,269千円 7,630,570千円

第２項 営業外費用 429,793千円 8,896千円 438,689千円

第３項 特別損失 14,910千円 500千円 15,410千円

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「1,855,168千円」を「1,792,450千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額「39,869 千円」を「35,620 千円」に、過年度分損益勘定留保資金

「1,024,749千円」を「966,280千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正する。 
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（科  目） (既決予定額） (補正予定額） （ 計 ） 

収   入 

第１款 資本的収入 556,802千円 △26,670千円 530,132千円

 第２項 補助金 350,000千円 △18,500千円 331,500千円

 第４項 固定資産売却代金 25,331千円 3千円 25,334千円

 第６項 他会計貸付金償還金 20,405千円 △8,173千円 12,232千円

支   出 

第１款 資本的支出 2,411,970千円 △89,388千円 2,322,582千円

 第１項 建設改良費 966,019千円 △103,275千円 862,744千円

 第４項 その他資本的支出 1千円 13,887千円 13,888千円

    

（債務負担行為） 

第５条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度

額に次のとおり追加する。 

事 項 期 間 限度額 

庁舎維持管理業務委託 平成19年度～平成20年度 2,227千円

電算機器等保守管理業務委託 平成19年度～平成20年度 4,302千円

水道管緊急修繕工事及び保安 

業務委託 

平成19年度～平成20年度 平成20年度那覇市

水道事業会計予算

において計上する

額及び平成19年度

末修繕引当金残高

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 予算第７条に定めた経費の金額を、次のように改める。 

（科  目） (既決予定額） (補正予定額) （ 計 ） 

（１）職員給与費 1,346,984千円 △38,618千円 1,308,366千円

 

 

 

 

 

 

 

 
那覇市上下水道局告示第２９号  

平 成 ２ ０ 年 １ 月 ８ 日  

掲 示 済  

 

 平成19年（2007年）12月那覇市議会定例会で議決された平成19年度那覇市下水

道事業会計補正予算（第２号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成19年度那覇市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 平成19年度那覇市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 平成19年度那覇市下水道事業会計予算（以下｢予算｣という。）第２条に定

めた業務の予定量のうち、(２)年間総処理水量「34,288,300ｍ3」を「35,148,233

ｍ3」に、(３)一日平均処理水量「93,683ｍ3」を「96,033ｍ3」に改める。 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） (既決予定額) (補正予定額) （ 計 ） 

収   入 

第１款 下水道事業収益 3,962,099千円 40,010千円 4,002,109千円

第1項 営業収益 3,416,169千円 53,956千円 3,470,125千円

第２項 営業外収益 545,929千円 △14,113千円 531,816千円

第３項 特別利益 1千円 167千円 168千円

支   出 

第１款 下水道事業費用 3,857,759千円 △45,884千円 3,811,875千円

第１項 営業費用 3,094,425千円 △22,383千円 3,072,042千円

第２項 営業外費用 747,164千円 △22,053千円 725,111千円

第３項 特別損失 6,170千円 △1,448千円 4,722千円

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「822,720千円」を「765,452千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額「36,586千円」を「49,496千円」に、「減債積立金13,000千円、過年度

分損益勘定留保資金317,954千円」を「過年度損益勘定留保資金301,022千円」

に、当年度分損益勘定留保資金「455,180千円」を「414,934千円」に改め、資本

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） (既決予定額） (補正予定額） （ 計 ） 

収   入 

第１款 資本的収入 2,691,793千円 △25,347千円 2,666,446千円

第１項 企業債 1,084,300千円 △5,400千円 1,078,900千円

第２項 補助金 870,000千円 △9,000千円 861,000千円

第３項 出資金 733,093千円 △10,947千円 722,146千円

支   出 

第１款 資本的支出 3,514,513千円 △82,615千円 3,431,898千円

第１項 建設改良費 1,973,900千円 △73,164千円 1,900,736千円

第２項 企業債償還金 1,510,207千円 △1,278千円 1,508,929千円

第３項 他会計借入金償還

金 
20,406千円 △8,173千円 12,233千円
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（債務負担行為） 

第５条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度

額に次のとおり追加する。 

事 項 期 間 限度額 

電算機器等保守管理業務委託 平成19年度～平成20年度 1,961千円

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 予算第９条に定めた経費の金額を、次のように改める。 

（科  目） (既決予定額） (補正予定額) （ 計 ） 

（１）職員給与費 429,934千円 △24,389千円 405,545千円

 

 

 
那覇市上下水道局告示第３０号  

平 成 ２ ０ 年 １ 月 １ ８ 日  

掲 示 済  

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 
 

那覇市下水道条例第１６条第２項の規定に基づき、次のとおり異動があるので告

示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者   

上下水道局長 松 本  親  

 

指定（登録）番号 第 ２２５ 号 

指定工事店名     有限会社 送友設備  

営業所所在地     浦添市前田３丁目４番１５号 

代表者名       知念 智則 

指定の有効期間    平成１７年 ４ 月 １ 日 

           平成２２年 ３ 月３１日 

異動年月日      平成１９年１０月１７日 

異動事由       住所の変更 

 

 

指定（登録）番号 第 ３６４ 号 

指定工事店名     株式会社 設備技研  

営業所所在地     沖縄市泡瀬１丁目１０番１３号 

代表者名       平良 智 

指定の有効期間    平成１６年 ８ 月１９日 

           平成２１年 ３ 月３１日 

異動年月日      平成１９年１２月 ５ 日 

異動事由       住所の変更 
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教育委員会規則 

 
那覇市教育委員会規則第２号  

平 成 ２ ０ 年 １ 月 ２ ２ 日  

公 布 済  

 

 

 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則を

次のように定める。 

 

 

那覇市教育委員会     

委員長 西 原 篤 一  
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学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 
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教育委員会訓令 

 
那覇市教育委員会訓令第１号  

平 成 ２ ０ 年 １ 月 ２ ２ 日  

施 行 済  

 

 

 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令を

次のように定める。 

 

 

那覇市教育委員会     

委員長 西 原 篤 一  
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学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令 

 
 

教育委員会教育長訓令 

 
那覇市教育委員会教育長訓令第１号  

平 成 ２ ０ 年 １ 月 ２ ２ 日  

施 行 済  

 

 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令を

次のように定める。 

 

那覇市教育委員会     

教育長 桃 原 致 上  
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学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令 
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